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第１章　事前調査の概要

１－１　要請の背景

　ネパール王国（以下「ネ」国）はインドプレートがヒマラヤ山脈の下に潜り込む地震帯の直上

に位置しており、過去多数の大地震が記録されている。1934年の地震では、今回の対象地域であ

るカトマンズ盆地の建物の60％が倒壊・破損する甚大な被害を被り、過去の地震記録と地震観測

によれば地震の再来周期は約 25 年で大地震発生の可能性はかなり高く、切迫している状況であ

る。

　調査対象地であるカトマンズ盆地（５市を含む３行政区）は、約585km2の面積に150万人が暮

らし、「ネ」国の政治、経済、社会機能が集中しており、急激な人口増加、無計画な開発と土地

利用の混在、不安定な地盤等により、地震に対する脆弱性は非常に高い。地震が発生した場合の

人的・物的被害は極めて甚大であると想定されることから、政治・経済の中心地であるカトマン

ズがマヒ状態になり、地震の影響は全国に及び、その後「ネ」国全体の開発が停滞、あるいはこ

れが長期化することが懸念されている。

　しかしながら、「ネ」国には、地震防災対策計画を策定する技術、知識、経験が十分になく、独

自で計画を立案することが困難なため、過去の経験を生かして地震防災に成果を上げてきた我が

国に対して、協力を要請してきた。

１－２　事前調査の目的

　本件調査は「ネ」国の要請に基づき、地震災害対策計画を策定するという本格調査の実施に向

け、情報収集・協議を行い、実施細則（Ｓ／Ｗ）を署名・交換することを目的として、事前調査

を実施した。

１－３　事前調査団の構成

　　　団員氏名　　 担当業務 　　　　　　　 所　属 　　　　　　　　 派遣期間

　（1）岡崎健二 総括／防災計画 建設省住宅局建築指導課国際基準調査官 ８／26～９／３

　（2）藤谷秀雄 耐震工学 建設省建築研究所基準認証研究センター ８／26～９／３

性能システム研究室　室長 　

　（3）井上顕司 調査企画 国際協力事業団社会開発調査部 ８／26～９／３

社会開発調査第二課

　（4）安藤治彦 地盤工学 日本設計国際部担当部長 ８／26～９／24

　（5）北島秀明 都市防災 北島建築設計事務所 ８／26～９／24
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補足調査、資料収集

〃

〃

〃

〃

〃

ＪＩＣＡ事務所報告
KATHMANDU 13:40 (TG320)

→BANGKOK 18:10

BANGKOK 10:30 (TG640)
→NARITA 19:00

１－４　相手国受入機関

　本調査の受入機関は内務省災害対策課であるが、組織再編により予定では平成12年 11月まで

に麻薬災害対策局が設置され、本調査のカウンターパートとすることが、今回の事前調査中に先

方内務省事務次官より報告があった。このことについては、現在の内務省災害対策課が拡充され

て局になるので、本調査との関連では特に支障はないものと考える。

１－５　調査日程

官ベース コンサルタント

岡崎健二　　藤谷秀雄　　井上顕司 安藤治彦　　北島秀明

NARITA 11:00 (TG641)→ BANGKOK 15:30

BANGKOK 10:30 (TG319)→KATHMANDU 12:35
カトマンズ市内視察

ＪＩＣＡ事務所、日本大使館表敬訪問
内務省、科学技術省、建築計画・建設省、表敬訪問・協議

内務省、カトマンズ市、ラリトプル市との協議
国家開発省、住宅都市開発局、災害緩和支援プログラム、ＮＳＥＴ訪問

内務省での協議
地質鉱山局訪問

内務省での協議、カトマンズ市都市開発委員会訪問
内務省での協議、大蔵省訪問、Ｓ／Ｗ、Ｍ／Ｍ署名（内務省）

ＪＩＣＡ事務所、日本大使館報告

KATHMANDU 13:40 (TG320) → BANGKOK

BANGKOK 10:50 (TG640) →NARITA 19:00

１ 26／Aug Sat BANGKOK

２ 27／Aug Sun KATHMANDU

３ 28／Aug Mon 〃

４ 29／Aug Tue 〃

５ 30／Aug Wen 〃

６ 31／Aug Thu 〃

７ １／Sep Fri 〃

８ ２／Sep Sat 〃

９ ３／Sep Sun 〃

10 ４／Sep Mon 〃

28 22／ Sep Fri

29 23／ Sep Sat BANGKOK

30 24／ Sep Sun JAPAN

No. 月日 曜日 Accommodation
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第２章　Ｓ／Ｗ協議の経緯及び結果

２－１　経　緯

　南アジア訪問の一環として８月25日に「ネ」国を訪問した森喜朗総理大臣が小学校建設のため

の無償資金協力を確約したこととほぼ同時に、洪水による被害対策として日本の対「ネ」国緊急

援助・約30万ドルが新規に決定された。かかる経緯も踏まえ、日本側の援助に対する「ネ」国側

の関心と期待が高まっているなかで協議が進められた。また地元メディアによる報道もあり、本

調査団の派遣時期は我が国の対「ネ」国援助のプレゼンスを示す意味でも意義あるものであった

と思料される。

　実施細則（Ｓ／Ｗ）内容に関しては、ほぼ当初対処方針どおりに締結を了した。調査スコープ

について、調査内容原案の項目が「ネ」国側要望をほぼ盛り込んでいるため、「ネ」国関係機関

は、本調査に対し大きな期待を表明した。

２－２　問題点

　「ネ」国カトマンズ盆地の地震防災対策上の問題は、以下のように整理される。

２－２－１　都市圏の物理的状況

　都市圏の建物の多くはレンガ造及び木造で、耐震性が極めて弱いと思料される。ただし、最近

建設されたものはコンクリートの柱と梁を有しており、やや耐震性があるが、日本の建築基準と

比較すると問題が多いと思われる。したがって、大きな地震が発生すれば、相当程度の建築物が

崩壊し、あるいは損傷を受けると思われる。

　また中庭を囲んで建物が建築されている（接道していない）ため、中庭への通路が破壊される

ことにより、災害時の避難及び救助活動に支障が出ると思われる。道路も細街路が多いうえ、そ

の構造も脆弱に見うけられる。橋梁も老朽化しており、地震時に損傷を受けるであろうことは、

容易に推測できる。

２－２－２　建築基準

　建築基準法の素案は 1996 年に成立されているが、関係法令が整備されていないため、いまだ

に施行されていない。なお建築にあたっては、市役所に申請書を出して、「計画法」による許可

を得る必要がある（これは日本の建築基準法の集団規定に相当する）。現在は建築基準法がない

ため、構造的に欠陥のある建築物が多く建築されている状況にある。
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２－２－３　防災体制

　防災対策については、1996年に内務省が中心となって「国家行動計画」を作成したが、その多

くは財源難等もあって実現されていないということである。また、防災対策を推進するために

は、事前の防災対策、災害時の緊急対策、災害後の復旧復興対策の密接な連携が必要であるが、

事前の防災対策、事後の復旧復興対策の準備はほとんど行われていないようである。また、内務

省が担当する緊急対策についても、消防救急活動や、被災者に見舞金を送ること以外には、ほと

んど何も実施していないようである。また災害情報についても、現地の警察官から集める以外に

ないため、情報の質等については問題がありそうである。全体として、政府には防災対策を推進

するための資金、人材、機材が圧倒的に不足しているといえる。

　一方、ＮＳＥＴ（National Society for Earthquake Technology-Nepal）と呼ばれる非政府団体

（ＮＧＯ）は、地震被害シナリオやアクションプラン（首相の承認を得ている）の作成、建物の

耐震補強を実施、「地震の日」を働きかけて実現させるなど、広範な活動を推進して、国連など

の国際機関を含む内外の関係者から高く評価されている。特に同ＮＧＯの建物耐震補強

（Retrofitting of the Buildings）に関しては、地域住民への啓蒙教育及び適切な技術移転を行った

のちに、脆弱な建築物をワイヤー等で縛って補強するという比較的安価で簡単に実施できる方法

を中心とした住民参加型の地震災害対策プロジェクトとして実施されてきており、今後こうした

プロジェクトをパイロット的に本調査のなかで実施していくことが可能であれば、災害教育の強

化といった観点からも大いに意義あるものとなると判断できる。

２－２－４　データ

　全体的に資料が少なく、特に都市圏の地盤情報、建物情報（構造、階数、建設年次等）、イン

フラの詳細情報、等については詳細な調査が必要であると思料される。また地震に関しても、測

定観測機器が少ないため、地震に関するデータも少ない。しかし、都市開発委員会（Town

Development Committee）で作成中の「カトマンズ開発計画」及び「地図集」は大いに役に立つと

思われるうえ、関係機関で資料が少しずつ整備されている状況にあるため、調査を通じて効果的

な技術協力が期待される。

２－２－５　地震被害の巨大さ

　1934年にカトマンズ地方で大地震の記録があるが、同程度の地震が起こると（かなり近い将来

そうなると懸念されている）、カトマンズ都市圏は壊滅的な打撃を受けるであろうと予想される。

カトマンズは「ネ」国の首都でもあり、その破壊は人的被害だけでなく、国家経済、政治にも深

刻な影響を与えるものと考えられる。
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２－３　協議結果

　以上のような点に留意して、本調査を進めていくことが必要である。さらに本格調査の実施に

際しては、対象地域内での社会、環境条件等に十分配慮するとともに、特に同国の厳しい財政事

情や、技術的維持管理能力に十分配慮した災害対策計画を策定していかなければならない。

　上記のことを踏まえ本調査では、包括的な地震災害対策計画を策定することを主眼に置くこと

とした。同計画は地震災害に対する事前の防災対策、災害時の緊急対応計画の作成という２本の

柱から成り立っており、それらとの関連において地震災害対策に係るデータの整備、緊急対応マ

ニュアルの作成、復旧復興対策に係る提言等がなされる。また災害後の都市機能復旧復興計画に

係る提言も行う。

　その他のＳ／Ｗ、Ｍ／Ｍでの主な合意事項は次のとおり。

（1）本調査の英文タイトルは「The Study on the Earthquake Disaster Impact Reduction and

Improvement of Emergency Response Capabilities in the Kathmandu Valley, Kingdom of Nepal」か

ら「The Study on the Earthquake Disaster Mitigation in the Kathmandu Valley, Kingdom of Nepal」

に変更する。

（2）報告書については原則公開。英語で作成する。

（3）要望のあったセンター（Information Operation Center）や備蓄センターの仕様作成について

は現時点では行うということにはしない。本格調査が始まったのち、その必要性も含め検討す

る。

（4）本計画の策定及び実施にあたっては、関係省庁機関の密接な連携が必要であるため、ステア

リング・コミッティを設置することとした。議長については、調査団の主張を受け、内務省事

務次官が務めることになった。メンバーは、下記の省庁の幹部から構成されるが、必要な際は

議長の判断でその他の省庁からも招へいすることができるものとする。

国家計画委員会

大蔵省

科学技術省

公共事業・計画省

厚生省

鉱山・地学局

知事（カトマンズ県、ラリトプール県、バクタプール県）

市長（カトマンズ市、ラリトプール市、バクタプール市、マディアプール市、キルティ

プール市）

（5）内務省事務次官によれば、２か月のうちに「麻薬災害対策局」が新しく設置される。当局

が設置され次第、本調査のカウンターパートとして、本調査の調整にあたる。
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（6）カウンターパートはＪＩＣＡ本格調査団の専門分野に応じ配置。なおＪＩＣＡが本格調査コ

ンサルタント選定後、現地調査開始前に「ネ」国側に通報。

（7）技術移転セミナーはインセプションレポート（ＩＣ／Ｒ）、着手報告書（ＩＴ／Ｒ）、最終報

告書案（ＤＦ／Ｒ）提出時に開催の予定。　

（8）その他の「ネ」国側便宜供与。

1）「ネ」国側は調査団に、椅子、机、国内用の電話１機の備わった執務用のオフィスを準備

するものとする。

2） その他の必要資機材（調査用車両を含む）についてはＪＩＣＡ側の負担とする。

２－４　面会者リスト

〈ネパール側〉

（1）Ministry of Home Affairs（内務省）

Mr. Padam Prasad Pokharel Home Secretary

Ms. Usha Nepal Joint Secretary

Dr. Meen Bahadur Poudyal Chhetri Under Secretary

Mr. Lekh Nath Pokharel Section Officer

（2）National Planning Commision（国家計画委員会）

Mr. Prithvi Raj Ligal Vice Chairman

（3）Ministry of Finance（大蔵省）

Dr. Bimal Koirala Secretary

（4）Department of Mines and Geology（鉱山地学局）

Mr. Nanda R. Sthapit Director General

Mr. Ram Sunder Hada Under Secretary (Technician)

Mr. Madhab Raj Pandey Senior Seismologist

（5）Ministry of Science and Technology（科学技術省）

Mr. Poshan Nath Nepal Secretary
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（6）Ministry of Physical Planning and Works（公共事業・計画省）

Mr. Hiranya Lal Regmi Secretary

Mr. Toshio Kimata JICA Advisor, Department of Roads

（7）Department of Housing and Urban Developmen（住宅・都市計画局）

Mr. Shashi Bahadur Thapa Director General

Mr. Purna Kadariya Deputy Director General

Mr. Ram Bahadur Shrestha Senior Engineer

Mr. Mani Ratna Tuladhar Civil / Structure Senior Engineer

Mr. Amrit Man Tuladhar Civil / Structure Senior Engineer

（8）Kathmandhu Valley Town Development Committee（カトマンズ盆地都市開発委員会）

Mr.Surya Bhakta Sangachhe Acting Member Secretary

Mr. Durgesh Kumar Pradhan Account Officer

（9）Kathmandu Metropolitan City（カトマンズ市）

Mrs. H.D. Rnajitkar “Yosha” Head, Social Welfare Department

（10）Lalitpur Sub-Metropolitan City（ラリトプール市）

Mr. Ashok Shrestha Section Officer

（11）Department of Water Induced Disaster Prevention（水災害対策局）

Mr. Koji Kamee Chief Advisor

（12）NSET (National Society for Earthquake Technology-Nepal)

Mr. Amod M. Dixit General Secretary

Mr. Mahesh Nakarmi Project Manager

Mr. Jitendra Kumar Bothara Structural Engineer

Mr. Ramesh Gusayain Structural Engineer

Mr. Bishnu Hari Pandey Project Manager
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〈日本側〉

（1）在ネパール日本大使館

豊口　佳之 二等書記官

（2）ＪＩＣＡネパール事務所

長谷川　謙 所長

谷部　哲雄　 次長

新井　和久 副参事

Mr. Sourab Rana ナショナルスタッフ
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第３章　調査対象地域の概要

３－１　ネパール王国の現況

３－１－１　自然・社会状況

　ネパール王国は、国土面積が14万 7,181km2 で、その形状はおよそ東西 885km、南北 193kmと

いったように東西方向に長く、さらに南北方向には海抜０ｍのタライ平原から8,848ｍの世界最

高峰エベレストに至る、極めて変化に富んだ地形、生態環境を有するヒマラヤの王国である。

　気候は、図３－１－１のように大ヒマラヤ山系に沿うようにほぼ東西方向に並行して、亜熱

帯、温帯、亜高山帯、高山帯に区分される。図３－１－２は国内の人口分布であるが、前述の亜

熱帯と温帯に大部分の人々が暮らしている様子がうかがえる。

　図３－１－３は行政区分図である。まず全国を大きく東部、中部、西部、中西部、極西部の５

開発地域（Region）に分割し、次に行政区分としての機能は非常に低いが、各開発地域は全部で

14 県（Zone）に分けられている。

　行政区は、更に住民とのかかわりの深い全国 75 郡（District）に区分されている。各郡は市

（Municipality）と村落開発委員会（ＶＤＣ：Village Development Committee）から構成されてお

り、現在ネパール全国にMunicipality が 58、ＶＤＣが3,913 それぞれ設置されている。75郡の中

では、カトマンズ盆地にあるバクタプール郡の面積が最小である。

　前述の気候帯との関連で郡の分布状況をみると、亜熱帯のタライ地帯に 20 郡、カトマンズ郡

等のある温暖な丘陵地帯に 39 郡、山岳地帯に 16 郡となる。

３－１－２　自然災害

　地震を含む自然災害の防災を考えた場合、ネパール全土の地形・地質の把握が重要である。図

３－１－４は「Geological Map of Nepal（１／ 1,000,000）」であるが、全土のほぼ中央部を東西

方向に非常に長いＭＢＴ（主境界衝上断層：Main Boundary Thrust）やＭＣＴ（主中央衝上断層：

Main Central Thrust）が走っているが、その形状等は大変複雑である。ただし、これらの断層と

過去の地震被害や現在の地震活動との関連性については、深く調査研究されていないのが実状で

ある。

　ネパール王国の防災対策、とりわけ災害時の緊急支援活動は、内務省（Ministry of Home

Affairs）を中心に行われている。1983 年から 1999 年までの災害による犠牲者数の内訳を、表３

－１－１に示す。これによれば、地震災害もさることながら、伝染病、洪水、火事、暴風・落雷

等による死者が、毎年恒常的に発生していることが理解できる。
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　なお、居住等の可能な部分のカトマンズ盆地の大きさは、概略東西25km、南北20kmの楕円状

で（図３－２－１）、平均海抜は 1,300 ｍである。

　このカトマンズ盆地は、古くは“湖”だったことが知られており、その湖の変遷は図３－２－

２＊に示されているように、地質年代とともに盆地の南方から北方に移動・縮小し、今から１万

年前ごろまでに干上がって現在の盆地が形成されたと推測されている。

　したがって、カトマンズ盆地は「Engineering and Environmental Geological Map of Kathmandu

Valley （１／ 50,000）」や図３－２－３＊＊ の「カトマンズ盆地の地質構造」のように、厚い推積

層に覆われており、いわゆる基盤岩（岩盤）までの深さは、今もって不明な点が多い。地質専門

家の談として、“カトマンズ市街地区では、おそらく 400 ｍ～ 500 ｍ以深でなければ基盤岩に達

しないのではないか？”ということである。

　本格調査の主要目的が、内務省災害対策課を中核とした地震防災対策計画の体制・組織・制度

の整備であり、業務実施期間も 15 か月間ということなどを勘定すると、カトマンズ盆地の地盤

調査では既往資料・データの活用を図り、実施するとしてもそれらの根拠を確認するための最小

限な調査に限定した方がよいのではと判断される。

　その際実施する調査としては、建物の支持地盤深さ等を考慮して浅いボーリング（GL－ 30ｍ

ぐらいまで）とし、土質試験を行って、地盤振動解析モデルの設定に必要になる各種常数の算出

ないし確認データとすることが考えられる。測定項目としては、表層地盤の粒度・含水率・比重

等の物理試験やN値・－軸圧縮試験などが考えられ、また地盤種別の判定にも活用することがで

きる。

　直下型地震による被害を想定した場合、カトマンズ盆地周辺にある活断層の位置・大きさ・変

位置等が重要となる。これに関しては、カトマンズ盆地内の防災用として作成された前述の地図

（１／ 50,000）や「Active Faults in Southern Kathmandu Basin, Central Nepal」（1995 年）等が参考

になるが、これらの活断層から想定される地震動の震源・大きさ・時期等とを結び付けた調査研

究は、非常に少ない状況である。

　なお、ネパール全土の活断層を含む地質構造に関しては、前述のネパール全国地質図が参考に

なる。

＊） 木崎甲子郎「ヒマラヤはどこから来たか」中央公論社、1994
＊＊ ）酒井治孝他「古カトマンズ湖の推積物に記録された気候変動とテクトニックイベント」、1999
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３－２－２　社会状況

　ネパール政府による第９次５か年開発計画（1997 年－ 2002 年）では、災害関連の事項が強調

されており、事前の予防と災害時の対策の必要性が指摘されている。特に、1988年の地震からの

教訓として、建築基準法の施行や学校建築の強化等の具体的な提案がなされている。

（1）行政区分等：ネパール全国では、東部、中部、西部、中西部、極西部の５開発地域（Region）

に分けられている。各地域は、各々３ゾーンに分けられており、全国では 15 ゾーンになっ

ている。行政区は、全国で 75 郡（District）に区分されていて、各郡には、ＶＤＣがある。

調査対象地域の、カトマンズ盆地には、３郡、主要５市（Municipality）があり、さらに、各

市はWard（Kathmandu市には 35 Ward）に分けられている。一般的にWardは、50～ 200軒

前後、300 ～ 1,000 人程度の地域になっている。

（2）人口：ネパールの総人口は、約 2,200 万人（1996 年）である。1991 年度の中央統計局の

資料では、約 1,845 万人、うち男性 922 万人、女性 924 万人であり、毎年、平均 2.5％程度の

人口増加率で増加は続いている。同資料では、東部開発地域が約445万人、中部開発地域が

617 万人、西部開発地域が 375 万人、中西部開発地域が 240 万人及び極西部開発地域が 158

万人となっており、調査対象地域のカトマンズ盆地を含む中部開発地域の人口が最大であ

る。ただし、人口の都市集中率は、12％と低いが、都市の人口増加率は7.2％と非常に高い。

（3）地域社会：ネパール社会は、多くの異なる民族、カースト、言語、宗教が入り混じってお

り、極めて複雑な社会構造となっている。このため、被災時の避難所等の計画は、これらの

要素を十分に考慮したものでなければならない。

・民族：20以上といわれる民族は、カトマンズ盆地に多く居住するネワール、インド・アー

リア系のバフン・チェトリ、チベット系のマガール・グルン、ほかにパリ、ギリ、チェパ

ン、リンブー。タマン、タカリー等が、また、いわゆるカースト外の下層民といわれるカ

ミ、ダマイ、サルキ等があげられる。

・ 言語：使われている言語も同様に 20 種類以上あるといわれ、主要言語として、公用語で

あるネパール語、マイチリ語、ボグプリ語、タル語、タマン語、ネワール語等があげられ

る。

・ 宗教：ネパール全土では、90％以上がヒンズー教で、ほかに仏教、イスラム教、ジャイナ

教、キリスト教があげられ、ほかに土着のアニミズム等もある。一般的に生活全般にわ

たって、ヒンズー教の影響が大きく、祭り等もヒンズー教の祭りを皆で祝っている。
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（4）産業・経済：ネパールは、農業国で国民の 90％以上が農業に従事しており、ＧＤＰ（国

内総生産）の60％を占めている。国民１人当たりのＧＮＰ（国民総生産）は、190 US$（1993

年）で、世銀統計による開発途上国の下から８番目で低所得国に分類されている。

（5）道路・交通：ネパールは、山国のため、道路網及び交通・運輸は非常に限られている。

カトマンズ盆地からの主要道路は、カトマンズ－ポカラ間の道路（プリティビ・ハイウェ

イ）、カトマンズ－ヘトウダ－インドを結ぶ道路（トリブバン・ハイウェイ）及びカトマン

ズ－チベットを結ぶ道路（コダリ・ハイウェイ）である。被災時の避難・救援道路としては

脆弱で、毎年雨期には不通になることが多く、防災上の重要な問題のひとつである。

３－２－３　３郡５市の行政組織

  カトマンズ盆地内の主な行政区分は、Kathmandu、Bhaktapur、Lalitpur の３郡（District）と

Kathmandu、Kirtipur、Lalitpur、Bhaktapur、Madhayapur -Thimi の５市（Municipality）に分けら

れる。しかし、District Officeの業務は、パスポートの発行等が主で、住民生活に直接関係する業

務は、各Municipality Office が担っている。　

　本調査では、５市の市長及び都市計画担当、技術者等を対象に実施したが、その内容は都市計

画（防災計画）の現状に関するヒアリングである。調査結果の概要は、以下のとおりである。

  対象５市のうち、防災担当部署があるのは、図３－２－４にあるKathmandu Municipalityのみで

あり、社会厚生部が兼務している。他市に関しては、防災担当者がおかれている部署はなく、全

般的に防災、特に地震防災に対する関心は低いのが実状である。

　各市の都市計画に関する資料としては、Kirtipur 及びMadhayapur -Thimiの２市についてのみ、

ＲＵＤＯ（Rural Urban Development Office ／インド）支援でＮＧＯ（非政府団体／ネパール）が

実施した環境関連プロジェクトによる、Mapping・調査報告書がある。

（1）Kathmandu District のＶＤＣは、Kathmandu Metropolitan Municipality と、Kirtipur Sub-

Metropolitan Municipality に分けられ、さらに、Kathmandu は、35 の Ward に分けられてい

る。

・Kathmandu Municipality：カトマンズ市は、防災を含む地域計画に対する関心は高く、図

３－２－５のように幾つかのWardで、地域の脆弱性（Vulnerability）に関する調査が実施

されており、総合的な防災計画の指針ができている。対象５市中でも最大規模の同市は、

古い建物が密集する旧市街地から郊外の新興住宅地まで、ソフト、ハード両面共に多様な

様相を示しており、地域別の調査と対策が必要である。

・Kirtipur Municipality：調査報告書「Kirtipur Environmental Mapping Project」（2000年６月）
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には、同市のインフラ施設等に関する現況と計画が示されている。丘陵地に近い農業が主

産業の同市は、地盤等のハード面の問題より震災後の経済的救済等のソフト面での対策が

重要であるとの意見が聞かれた。

（2） Lalitpur District（ＶＤＣ）では、Lalitpur Sub-Metropolitan Municipality が最大の行政区で

ある。

・Lalitpur Municipality：パタンの観光遺産のある旧市街を擁する同市では、防災対策に関す

る関心が低く関連資料等の提出もなかった。

（3）Bhaktapur District（ＶＤＣ）では、Bhaktapur Sub-Metropolitan Municipality及びMadhayapur-

Thimi 市の市長及び担当者からのヒアリング調査を実施した。

・Madhayapur -Thimi Municipality：調査報告書「Madhayapur Thimi  Environmental Mapping

Project」（1999年５月）には、同市のインフラ施設等に関する現況と計画が示されている。

・Bhaktapur Municipality：観光が主な産業である同市では、文化遺産課をおいて寺院等の歴

史的建造物の保護にあたっている。この見地からの防災対策には関心を示した。

３－２－４　カトマンズ市の防災対策

　Kathmandu Metropolitan City（ＫＭＣ）の防災対策セクションは、社会・厚生部内にあって自

然災害のみではなく人工的な災害にも対処する姿勢であり、市の災害安全文化を育てる、として

いる。

（1）同セクションでは、国の関係各機関、ＮＧＯ等及び地域住民と協力して、市の防災対策

を実施するための戦略として、次のような項目をあげている。

1） 国政レベルで策定した建築規準に準じた法規準体制の整備

2） 土地利用計画の作成

3） 緊急避難用オープンスペースの確保

4） 時宜を得た緊急情報の警報システム

5） 防災教育プログラムの実施

6） 救助チーム体制の整備・訓練

7） 死傷者運搬用車両の確保

8） 救急・救命サービス体制の整備

9） 伝染病対策

10） 消防士・消防団サービス体制の整備
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（2）既に実施した防災に関する活動は、以下のようなものである。

1） 防災対策研修（対象：ＫＭＣの Officer、期間：５日間、目的：防災対策の責務を認識

させること）

2） 防災対策ワークショップ（対象：ＫＭＣの部長級、２日間、防災対策の決定者として

の自覚促進）

3） 脆弱性評価調査（対象：ＫＭＣのWard No.20　及び　Ward No. ５、２週間、災害を受

けやすい脆弱な地域を特定すること）

4） 第１回地震防災の日（ＫＭＣのWard No.20 の地域グループ、１日間、地域に防災対策

の必要性を認識させること）

・GISマップを用いたWard No.20地域の脆弱性の広報活動（ＫＭＣのWard No.20の地

域住民、１日間、居住地域の脆弱性を住民に認識させること）

・jinglesを用いた防災情報の広報活動（ＫＭＣのWard No.20の地域住民他、１日間、災

害に関する印刷物等の資料により住民に認識させること）

・パンフレット、ポスター等の教育資料を用いた広報活動（ＫＭＣのWard No.20 の地

域住民他、１日間、災害に関する印刷物等の資料により住民に認識させること）

・緊急救助訓練（地域住民、１日間、緊急救助法を地域のボランティアグループへの訓

練）

・美術コンクールによる広報活動（ＫＭＣのWard No.20 の生徒、１日間、絵画等によ

る広報活動）

・市のFM放送プログラムを用いた広報活動（一般大衆、１日間、最新防災情報を認識

させること）

・日刊紙の地震記事による広報活動（ジャーナリスト、１日間、一般の人々へ地震、そ

の影響、予防対策及び減災対策について認識させること）

5） 地域防災対策訓練（Ward No.34、Ward No.14、コミュニティー、５日間、災害予防対

策について認識させること）

6） 住民参加による第２回地震防災の日（一般住民、１週間、災害予防の必要性を認識さ

せること）

7） 防災対策研修（ジュニアＮＲＣＳ（ネパール赤十字）のメンバー、３日間、災害予防

対策の必要性を認識させること）

8） 緊急対策サービスの状況分析（ＫＭＣの緊急対策を調査、レビューし、問題点の抽出

等を行った）
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（3）これらの経験を基に、現在、実施中の活動は次のとおりである。

1） 地域の脆弱性評価の調査

2） マスメディアによる防災情報の普及活動

3） 防災教育の資料の作成

4） 学校生徒を通じた防災教育プログラム

5） 危険地域への防災対策の実施

（4）現在実施中の活動を発展させた形で、今後の活動としては、以下の項目があげられてい

る。

1） GIS を用いた脆弱性評価の調査

2） 地域社会による防災対策の実施

3） 学校生徒を通じた防災教育プログラム

4） 災害対策基金の設立

5） 学校のクラブ等を用いた防災体制

6） 地域のボラティアグループ活動の活発化

7） 各言語による防災教育の資料の作成

8） 災害時の情報伝達手段の確立

9） 各レベルの住民のための防災プログラム

10） 地震防災の日の制定
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３－３　カトマンズ盆地の地震被害

３－３－１　地震活動状況

　現在も続いているヒマラヤ造山運動に伴って、ネパール王国周辺地域での地震活動は活発であ

る。ただし、東京のそれに比べれば、カトマンズ盆地での有感地震回数は非常に少ない状況であ

る。

　地震観測は、工業省鉱山地質局内にある地震観測センター（カトマンズ市内）で、フランスの

技術支援を得て、図３－３－１に示すような本格的な観測が、1994年からネパール全土を対象に

行われている。現在のヒマラヤ地域の地震活動を反映して微小地震観測が中心であり、いわゆる

強震動記録は今のところ観測されていないとのことである（強震計は２台設置されている）。

　図３－３－２は、地震観測センターで入手した 1994 年３月から 1997 年 12 月までに観測され

た地震の震央分布図である。これによれば、震央はほぼ全国的に分布しているが、地域的にはカ

トマンズ盆地周辺よりも、どちらかといえば西部・極西部及び東部地域で多く発生していること

が分かる。なお、同図には過去の被害地震の震央も記入されているが、その発生場所は現在の地

震活動状況と一致しているように見られる。

　表３－３－１は、ネパールで発生したＭ＝５以上の地震について、諸外国での観測データを含

めて、マグニチュード別の発生回数を整理したものである。これによれば、ある程度以上の被害

が予測されるＭ＝７以上の地震が、最近約 90 年間に 13 回（すなわち平均７年に１度）発生して

いることを示している。

表３－３－１　地震のマグニチュードと地震発生回数との関係 （1911 － 1999）

マグニチュード

5～ 6 6～ 7 7～ 7.5 7.5～ 8 >8

43 17 10 2 1

2 5 8 40 81

発生回数

平均発生間隔（年）

地震
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３－３－３　近代の地震被害

　20世紀に入るとインドでの地震観測体制が整備され、また科学的な被害調査が本格的に行われ

るようになった。この100年間で、カトマンズ盆地に大きな被害を与えた地震は、下表に示すイ

ンド・ネパール大地震（1934 年）とネパール・インド地震（1988 年）の２つである。

表３－３－４　近代の被害地震

被害概要（ネパール国内）

死者約8,500人、家屋倒壊約８
万戸。カトマンズ・バクタ
プール等でも大被害

死者721人、家屋倒壊約２万
2,800戸。

震央地域

インド・ネパール東部国境付
近（プレート型大地震）

ネパール東部のウダヤプール
付近

地震

イ ン ド ･ ネ
パール大地震

ネパール･イ
ンド地震

発生年月 Ｍ

1934. 1.15 8.3

1988. 8.21 6.6

（1）インド・ネパール大地震

　1934 年１月 15 日午後２時 22 分に発生したインド・ネパール大地震（Ｍ＝ 8.3）の震度分

布図は図３－３－４であり、カトマンズ盆地では震度Ⅸ～Ⅹであった。この地震によるネ

パール全国の地震被害状況は死者 8,519 人、全壊約８万戸で、インド及びネパールの地震学

者等によってかなり詳細に研究されている。

　それによれば、カトマンズ盆地での被害状況は死者4,296人、家屋被害約５万5,700戸で、

その内訳は表３－３－５のとおりであった。

表３－３－５　カトマンズ盆地の被害状況

地域別 死者 全壊戸数 半壊戸数 小破戸数 合計

カトマンズ市 479人 725戸 3,735戸 4,146戸 8,600戸
　同上　郊外 245人 2,892戸 4,062戸 4,267戸 11,221戸

ラリトプール市 547人 1,000戸 4,170戸 3,860戸 9,030戸
　同上　郊外 1,697人 3,977戸 9,442戸 1,598戸 15,017戸

バクタプール市 1,172人 2,359戸 2,263戸 1,425戸 6,047戸
　同上　郊外 156人 1,444戸 1,986戸 2,388戸 5,818戸

合計（カトマンズ盆地） 4,296人 12,397戸 25,658戸 17,684戸 55,739戸
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　この地震による被害の大小と地盤条件との関連性も、図３－３－５のように検討されてい

る。これによれば、粘土層等が厚く推積しているカトマンズ市、バクタプール市等での被害

が多く（震度Ⅹ）、これに比べて地盤のよいキルティプール市やカトマンズ市北部地区では

少ない被害となっている。

　なお、現在カトマンズ盆地での地震防災対策は、1934年地震と同じ地震動がカトマンズ盆

地内に来襲した場合のシミュレーションから構成されている（カトマンズ盆地内の震度がⅧ

～Ⅹ）。（Kathmandu Valley’s Earthquake Scenario, 1999 及び The Kathmandu Valley Risk

Management Action Plan, 1999；共にＵＳＡＩＤ（米国国際開発庁）の企画の下で、ＮＳＥＴ：

National Society for Earthquake Technology-Nepal が業務実施）。

　これによれば、死者３万人、家屋被害はカトマンズ市の 60％・ラリトプール市の 60％・

バクタプール市の 75％で、カトマンズ盆地全体の 60％が、それぞれ予測されている。

（2）ネパール・インド地震

　1988 年８月 21 日午前４時 55 分に、ネパール東部のウダヤプール地方を震央とするＭ＝

6.6 の地震が発生した。この地震によるカトマンズ盆地での震度はⅤであった。

　ネパール国内での被害状況は、死者721人、負傷者6,553 人、全壊約２万2,800戸、半壊・

小破約５万6,200 戸であった。このうちカトマンズ盆地での被害内訳は、表３－３－６のと

おりである。

District（郡） 死者 負傷者 合計 全壊戸数 半壊･小破戸数 合計

カトマンズ郡 0人 3人 3人 12戸 264戸 276戸

ラリトプール郡 1人 25人 26人 387戸 1,648戸 2,035戸

バクタプール郡 7人 43人 50人 283戸 11戸 294戸

　合　　　計 8人 71人 79人 682戸 1,923戸 2,605戸

表３－３－６　カトマンズ盆地での被害状況

　カトマンズ盆地の被害はバクタプール郡とラリトプール郡に多かったが、地震の震央がカ

トマンズ市の東方約160kmで、マグニチュードも中規模程度であったため、東部ネパール地

域（16 郡）の死者 668 人、負傷者 6,081 人、全壊１万 7,239 戸、半壊・小破３万 5,799 戸に

比べれば、少なくて済んだといえる。
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第４章　防災関連の法律、行政、組織、計画

４－１　概　要

　ネパールは、表４－１－１にみるように、地理的条件等から幾種類もの自然災害と常に対峙し

ており、地震、地滑り、洪水等による大きな被害が絶えない。このうち、地震災害に関しては、

1934年の大地震以降も、1980年、1988年等の地震があげられる。しかし、表４－１－２及び表

４－１－３に示されるように、過去十数年間の自然災害による死者数等の合計では、毎年繰り返

される洪水等のような他の災害によるものの方がはるかに大きい。

　国の防災行政は、ＪＩＣＡ、ＵＮＤＰ（国連開発計画）、ＵＳＡＩＤ（米国国際開発庁）、

ＷＦＰ（世界食糧計画）等、国際援助機関の協力の下、内務省をはじめとする各省庁、軍、警察、

赤十字等の各機関により各々実施されている。地方においても、内務省の出先機関の長Chief Dis-

trict Officer が、災害発生時の防災対策の任務にあたっている。

  特に、1990年代に入り、「国際防災の十年」（1990年－2000年）、International Decade of Natural

Disaster Reduction（ＩＤＮＤＲ）の呼びかけに応じ、内務省の主導でＩＤＮＤＲ国内委員会が設

立された。1996年には、各種災害の防災、緊急対応、復旧及び復興時のための「国家防災行動計

画」（National Action Plan on Disaster Management in Nepal）が策定されている。しかし、財源

難等の理由からその多くは実現されていないのが実状である。

　したがって、自然災害全般に対する防災計画の中での、地震防災計画の位置づけを明確にし、

他の災害に関連する計画等との調整・整合を図ることが必要である。

REASONS

INDO-TIBETAN PLATES

RAIN, SILTATION, DIKES, IRRIGATION, STRUCTURES

LACK OF AWARENESS CONSTRUCTION    MATERIALS,
CLOSE DWELLING THATCHED ROOFS

GEO-MORPHOLOGY DEFORESTATION ENCROACH-
MENT OF MARGINAL LAND

表４－１－１　DISASTER TYPES IN NEPAL

LOCATION

TYPES MAJOR MINOR

EARTHQUAKE HILL TERAI

FLOOD TERAI HILL

FIRE TERAI HILL

LANDSLIDES HILL
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４－２　関連法規準・計画

　防災関連の計画、法規準としては、以下のようなものがある。

・National Action Plan on Disaster Management in Nepal (1996)

・Disaster Management in Nepal (1994)

・Natural Disaster Relief Act (NDRA)(1982)

・National Calamity Act (1982､1991､1992､etc)

・Soil and Watershed Conservation Act (1982)

・Irrigation Policy (1992)

・Nepal Environmental Policy and Action Plan (1993)

・National Conservation Strategy (1988)

・Water Resources Act (1992)

・Forest Act (1961,1993)

・Land Act (1964)

・Land Acquisition Act (1977)

・Land Reform Act (1964)

・National Environmental Impact Assessment Guideline (1993)

・NEPAL NATIONAL BUILDING CODE(1994)

　National Calamity Act (1982､1991､1992､etc)　

　ネパール王国の防災基本法ともいえるもので、防災に関する中央及び地方での体制と各機関の

責任等を定めている。

　図４－２－１にみるように、常設機関として、Central Disaster Relief Committee（議長：内務

大臣、メンバー：関係省庁次官、警察、軍、赤十字、スカウト等の代表、学識経験者２名）及び

District Disaster Relief Committee（議長：Chief District Officer、メンバー：政党代表、国の出

先機関、Social Worker等）がある。また、災害発生後、必要期間、Regional Disaster Relief Com-

mittee 及び Local Disaster Relief Committee が設置される。

　同法は、元来、災害発生後の救援及び復旧に関するものであったが、幾度かの改正により事前

防災（Prevention、Preparedness）に関する規定が加えられた。

　この法律と連動する形で、現在に至る「ネパール防災計画」、Disaster Management in Nepal

（1994 年）及び「国家防災行動計画」（1996 年）へと繋がっている。
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　警察と軍隊の役割：災害時には、警察及び軍隊が情報収集及び救急活動で重要な役割を果た

している。また、軍と警察の長は、緊急時に危機管理者として活動する Chief District Officer

を、補佐する立場にある。

　　「国家防災行動計画」のうち、各段階における「地震防災」関連の項目Ａ、Ｄ、及び一般災

害と共通項目Ｂ、Ｃは、次のとおりである。計画は、優先的に実施すべき活動項目、タイムス

ケジュール、実施機関及び協力機関等を示すマトリックス形式になっている。

Ａ．事前準備（National Action Plan on Disaster Preparedness）

・地震ハザードマップの完成と広報

・ＤＭＧ（Department of Mines and Geology）の地震ネットワークの研修支援

・特定地域のマイクロゾーネイション研究の技術的支援

・加速度計ネットワークの設立と運営

・特定の公共建築物（学校、病院等）及びインフラストラクチャー（発電所、橋梁等）の

脆弱性評価

Ｂ．緊急時対応（National Action Plan on Disaster Response）

・避難、救助、救援活動

・情報通信、交通・運搬活動

・臨時避難所の確保

・健康、食事、衛生活動

Ｃ．復旧･復興対策（National Action Plan on Disaster Reconstruction and Rehabilitation Plan）

・被害評価

・復旧計画及び復興プログラム

・経済プログラム

・各機関の能力の評価

Ｄ．減災対策（National Action Plan on Disaster Mitigation）

・建築法規準の整備及び実施

・関連法規準の立法及び整備

・耐震補強に関する法規準の実施
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（2） The Kathmandu Valley､ Earthquake Risk Management Action Plan　

   The Kathmandu Valley's Earthquake Scenario　

　ネパールＮＧＯ（非政府団体）により作成された地震災害に関する行動計画及びシナリオ

で、内容は高い水準にある。（第５章　５－３を参照）

４－４内務省災害対策課

　内務省事務次官によれば、２か月以内に、現行のセクション（課）から「麻薬・災害対策局」

（局）へ昇格する予定である。

　現行の内務省のDEPARTMENT は、以下のとおりである。

・Central Services

・Immigration

・Jail Management

・National Investigation

・Police Headquarters

・Police Personnel Records

・Special Police

*  Department of Disaster Relief (proposed)
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第５章　地域防災計画と住民参加に関する現状と課題

　近年、政府開発援助（ＯＤＡ）を、効果的に実施するには、援助終了後の自立発展性が重要で

ある、との認識が高まっている。本案件が計画倒れに終わらないためにも、地域の特性や条件に

適合する計画でなければならない。ネパールには伝統的に、我が国にもみられた“結”や“講”

と同様な住民参加による方法で建てられた学校等が多い。防災計画の実施においても、地域住民

を参加させることで、コミュニティー全体の防災に対する関心を高め、計画を効果的に実施する

ことが期待できる。

５－１　地域防災計画の内容・特徴

　ＪＩＣＡ案件のネパールにおける地域の防災計画としては、「ネパール国中南部地域激甚被災

地区防災計画事前調査」（1995 年 12 月）やＪＩＣＡ支援、赤十字案件の「Chisapani Community

Development Disaster Management Programme」（2000年８月）等があげられる。しかし、世界銀

行による所得別分類で、低所得国グループの下位に属するネパールのような国を対象とした「地

震防災計画」の実施事例は見当たらない。したがって、本計画は自ずから、過去に上位及び低中

位所得国グループに属する国で実施された「地震防災計画」の案件等とは、異なる視点から策定

されなければならない。そのためには、「現地の状況」に関するソフト面及びハード面からの十

分な調査を実施し計画に反映させる必要がある。調査から導かれる条件に適合する内容に重点を

置き、低所得国グループの「地震防災計画」にふさわしい特徴をもった計画を提示することが求

められる。

５－１－１　地域防災計画

　災害の発生が、自然の脅威によるものだけではなく、地域の社会・経済的な特徴によって違っ

てくるとして、地域や住民側の自然災害に対する脆弱性（Vulnerability）の改善に取り組む、と

いうアプローチがある。ネパールに適合する「防災計画」には、このような社会の脆弱性を分析

し理解することが重要であり、住民の経済活動やライフスタイルについての調査が重要となる。

すなわち、まず地域のローカルの視点から問題をとらえ、（外部からの技術等を取り入れながら）

ローカルの解決策を見いだす方法で、トップダウンのアプローチに対して、ボトムアップ型のア

プローチといえる。

　住民の参加が得られるように、計画・調査の段階から、対象を一般的に関心の低い防災問題だ

けに限定せず、環境問題等の広く住民の関心の高い地域の問題を取り込むことで、地域の防災に

かかわる問題点が明確にできるものと考えられる。伝統的に住民参加型方式をもつネパールで

は、このアプローチは効果的であろう。途上国の災害（Disaster）は、自然災害（Natural Hazard）
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・救急対応治療

・防火

・家を失った人々のための避難施設

・食料、飲料水等の配給

3） 地震長期間後：（復旧と復興）

・建築物の建て直し

・建て直しのための経済支援

・道路、橋梁、給水施設等の修理

・精神的ケア

（3）関連機関の役割：計画では、各側面で参加している各種機関とその役割を分類、明示し

ている。

・Ministry of Home：すべてのタイプの災害に対する、対応、対策の拠点となるべき国の機

関。

・Ministry of Housing and Physical Planning：建築規準の策定､被害建物の復旧･復興の実施

及び関連政策の決定機関。

・Department of Mines and Geology：地震災害対策とこの地域における地震研究のための機

関。

・他の多くの機関。（「同行動計画」Table　p.12 ～ 19）

５－２　カトマンズ盆地の現況

　ネパール王国は、インドプレートがヒマラヤ山脈の下に潜り込む地震帯の直上に位置しており、

過去にも、多数の大地震が記録されている。特に1934年の大地震では、カトマンズ盆地にある建

物の60％が倒壊・破損するという甚大な被害を被っている。過去の地震記録と地震観測によれば、

Ｍ＝７以上の地震が過去90年間に13回発生しており、大地震発生の可能性はかなり高く切迫し

ている状況にある、といえる。

　調査対象地域であるカトマンズ盆地（５市を含む３行政区）は、約585km2の面積に約150万人

が暮らし、ネパール王国の政治、経済、社会機能が集中しており、急激な人口増加、無計画な開

発と様々な土地利用の混在、不安定な地盤等により地震に対する脆弱性が非常に高い。このため、

地震が発生した場合の人的・物的被害は極めて甚大であると想定されることから、政治・経済の

中心地の機能停止による地震の影響は全国及び同国全体の開発が停滞、あるいはこれが長期化す

ることが懸念されている。

　しかしネパール王国には、地震防災対策計画を策定する技術、知識、経験が十分になく、独自
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で計画を立案することが不可能なため、過去の経験を生かして地震防災に成果をあげてきた我が

国に対して協力を要請してきたのが実状である。

５－３　住民参加型プロジェクトの事例

　住民参加型で実施された既存のプロジェクトのうち、Chisapani防災計画、Bhaktapur校舎の補

強事例及び全国小学校建設計画の３事例について踏査・考察し、本計画の策定の参考とした。　

　小学校等の校舎建設を事例とするのは、学校が次世代のを担う子供たちを守るとともに、被災

時の避難所のひとつとして重要な役割が考えられることと住民参加による建設の形態がネパール

では多いためである。

５－３－１　Chisapani 開発防災計画（ＣＣＤＤＭＰ）

　同計画は、ＪＩＣＡ支援、ネパール赤十字（ＮＲＣＳ）により実施され 2000 年８月に完了し

た。特に、地域住民が参加したシェルター（避難所・備蓄倉庫）２か所の建設及び図５－３－１

に示す維持・管理に関する組織・運営方法等は、本計画における避難所等の建設にあたっての参

考事例として有用である。

（1） Chisapaniは、カトマンズ盆地を囲む山脈の外側に隣接するMakuwanpur郡に属している。

同 District Office の所在地は、Hetauda 市で、９セクター、43 村落開発委員会（ＶＤＣ）及

び各ＶＤＣは、９Ward に分けられている。ネパール赤十字もHetauda 支部が主体となって

おり、Kathmandu 本部からの支援を受けながらプロジェクトを実施している。

　　同計画で対象としている自然災害の種類は、主に地すべり、土石流、堆砂等であり、地震

防災は特に考慮されていない。しかし、予防、被災時、復旧・復興時の対策については、共

通の要素が多く、本計画の策定にも参考となり得る。

（2）シェルターが建設された Agra ＶＤＣに関するＮＲＣＳ Hetauda 支部長へのヒアリング調

査の結果は以下のとおりである。

・村落の主な産業は農業で、キャベツ、ポテト、カリフラワー、ニンジン等の野菜が主な産

物であり、１ファミリーの人数は７～８名である。

・ＮＲＣＳでは、被災直後の救助用にテント、料理器具、毛布及び薬品等を備えている。

・村民は、罹災時にＮＲＣＳを除き銀行を頼るほかなく、借金のためには主に「金」を担保

とするのが一般的である。

・ＮＲＣＳのすべてのプロジェクトは、基本的に住民参加の形態によっている。住民参加の

割合は、全体の 20 ～ 25％で、その内容は砂や骨材や石材等の建設資材の運搬等が主であ
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る。

・ＮＲＣＳが実施中のプロジェクトは、給水、衛生、子供の健康、家族計画及び災害時の救

援に関するプログラム等である。

・地域には下級中学－１、小学校－３があり、９割前後の就学率である。下級中学卒業後は、

Palung の高校へ進むことになるが、通学するには地理的に困難である。

・ポスター、パンフレット及び集会により、村民への防災教育がなされているが十分ではな

く、先生や生徒がトレーナーとなって村民を教える方法が考えられている。

（3）ＮＲＣＳのプロジェクト・エンジニアへのヒアリング調査の結果は、以下のとおりであ

る。

・今日では、Daman、Palung、Agra ＶＤＣの人々は、全体で年間 4,000 万 Rp. 前後の収入が

ある。毎年、洪水や地滑りの災害時期には、多くの人々が移住しており、Agra ＶＤＣには

700 人前後の村民がいる。

・２か所のシェルターは、350ｍ2と150ｍ2の広さで、上記の備蓄品のほかにストーブを持っ

ている。そこでは、19 の訓練プログラムが住民参加により無料で実施されている。

・プロジェクト開始から半年間は、不信感から村民の協力と参加が得られなかった。しか

し、砂防ダムが形を現してからは、村民への動機づけが成功し、７教室を持つ学校（シェ

ルター）が住民の無料奉仕によって建設された。

・プロジェクト以前は非常に貧しい村であったが、現在では、畑仕事をする子供や森で家畜

の世話をする子供の姿は見られなくなった。

・村民は、まず理論的な研修を受け、実際に仕事で経験する機会をもつことで、プロジェク

トを自分たちで完成させた。

（4）災害後、様々な援助に頼って復旧が進められてきた。これから取り組む、復旧と防災に

関して、いかに住民たちの自助努力を引き出していくかが、今後の大きな課題である。

参考文献

「ネパール国中南部地域激甚被災地区防災計画事前調査報告書」（1995 年 12 月）

「Chisapani Community Development Disaster Management Programme」（2000 年８月）

５－３－２　レトロフィッティング（Retro-Fitting）の事例：（下級中学校耐震補強例）　　

　ルーキー大学（インド）の Prof.A.C.Arya が提唱する組積造構法の既存建物を補強する方法と

して、ネパール最初の鉄筋による外壁の補強事例が、バクタプール郊外の丘陵部の下級中学校で
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実施され 2000 年９月に完成した。現地調査の結果は次のとおりである。

（1）概要：

・学校の名称、所在地は、Bhuvaneshwori Lower Secondary School, Nangkhel, Bhaktapur で

ある。

・設計及び監理は、ネパールのＮＧＯ組織の技術者が行い、

・施工は、同ＮＧＯの指導の下、近隣の数か村の住民が参加して行われた。

・補強方法は、レンガ組積造２階建ての既存建物を、外壁の四隅及び開口部の周りを鉄筋と

モルタルで補強するものである。（図５－３－２、図５－３－３）

・この方法による補強効果の工学的実証は、十分になされていないため、その有用性の評価

は困難であるが、建設費が新たに建設する場合に比べ、数割程度低くおさえられるとのこ

とである。

（2） 補強効果の検証：いわゆるバナキュラーな在来工法による建築物の耐震性等の工学的評価

は困難である、とされている。しかし、これらの建築物の耐震診断や補強のためには、今後、

何らかの評価手法を開発することが必要である。

（3）補強建物の建設：（2）の目的と、住民の目に見える形での防災対策の例として、新たに

在来工法とこの補強方法による建物を、建設することが有用であると考えられる。

５－３－３　ネパール王国小学校建設計画

（1）計画の概要

　1992 年から 1997 年まで、「基礎初等教育プログラム（ＢＰＥＰ－Ⅰ）」が実施された。そ

のうち、小学校施設建設の分野では、全国で１万4,207教室の新設、7,537教室の修復等が実

施された。我が国の無償資金協力により「ネパール王国小学校建設計画」（1994 年度、1995

年度の２期）、「ネパール王国第２次小学校建設計画」（1996 年度、1997 年度の２期）の合計

４期、継続して実施され、2,958 教室等が建設された。

　1997 年に終了したＢＰＥＰ－Ⅰを受けて、1999 年から 2003 年まで、「第２次基礎初等教

育プログラム（ＢＰＥＰ－Ⅱ）」が実施されている。ＢＰＥＰ－Ⅱは、「教育へのアクセス向

上」「教育の質的向上」「行政運営実施能力改善」の３分野・８コンポーネント（17サブコン

ポーネント）に分かれたプログラムで構成されている。

　この目標を達成するためには、依然として教育施設の整備の必要性は高く、2002年の必要

小学校数２万 7,704、教室数 12 万 1,582 と 1994 年に比較して 30％以上の需要の増加が見込
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まれている。同計画は、ＢＰＥＰ－Ⅱの「教育へのアクセス向上」に分類される学校施設

（School Physical Facilities）の整備として位置づけられている。

（2）住民参加型建設方式

　同計画では、レンガ､セメント、鉄筋等の主要資材及び熟練工の調達コストを政府側が負

担し、砂、砂利等、住民が建設地付近で容易に調達できる資材及び非熟練工の調達コストを

住民側が負担する住民参加型方式で実施された。この方式のメリットとしては、

・その分、官側の建設費負担のコストが削減されること、

・建設に参加する住民側の真のニーズが確認できること、

・また、建設後の施設が住民側の所有物となり、

・その維持･管理に自ら積極的に取り組むことが期待できること、等があげられる。

　従来の方式では、政府側負担分は、世界銀行の融資で賄われ、住民側は、これを現金で受

け取り、その資材調達と建設工事はすべて住民側に任されていた。そのため、建設資材の質

や施工に問題が多かった。

（3）地域住民の意識向上

　同計画の実施を通じ、政府側から住民側に対し、初等教育全般及びその施設の運営に関す

る様々な指導が行われたことにより、また、住民が自ら学校施設の建設、維持・管理を行う

ことにより、住民の学校教育に対する意識が啓発された、と考えられる。

　これらの経験から、防災計画に地域住民が参加することにより、防災に対する住民意識の向上

と備蓄倉庫等の建設、維持・管理への効果が期待できる。

参考文献

「第２次及び第３次ネパール王国小学校建設計画基本設計調査報告書」（1996.6）、（1999.8）
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５－４　カトマンズ盆地の「地域防災計画」の課題

　以上の結果を課題としてまとめると、次のようになる。

（1）災害に対する地域の Vulnerability（脆弱性）の改善：

・住民のポテンシャルを高めるための方策を求める。

・地域の建築物、インフラ等を改善するための適正技術の導入。

（2）地域に適合する手法で解決策を求める：

・地域住民の視点から問題点を捉え、防災に関する真のニーズを求める。

・地域住民の知識と参加が必要となる。

（3）住民を取り込んだ地域防災計画の策定：

・持続的な住民参加が可能となるような施策をとる。

・教育、広報等による住民への動機づけ。

（4）ネパールに合った適正技術の利用：

・ネパールの社会・経済条件に合った技術の利用。

・住民のニーズに適合する技術の選択。

（5）防災計画の実効をあげるための手法：

・他の日常的な分野（環境問題等）の計画との組み合わせ。

・関係各機関の日常的な活動のなかでの連携。



－ 49 －

第６章　本格調査への提言

６－１　調査の目的

（1）地震災害被害の緩和・低減に係る防災対策計画を策定すること。

（2）調査実施をとおしてカウンターパート（Ｃ／Ｐ）へ関連技術の移転を行うこと。

６－２　調査の基本方針

（1）包括的な地震防災対策計画を策定する。

　ネパール王国側からの要請書では、緊急対応計画や緊急サービス活動ガイドラインの作成等

の、地震被災時の緊急活動に焦点があてられていた。要請機関が内務省であることを考えれば

理解できなくもないが、地震防災対策では事前の防災対応準備も重要であるため、実施細則

（Ｓ／Ｗ）協議では、事前→緊急→復旧・復興対策といった一連の包括的な地震防災対策計画

の策定が合意された。

　現行の内務省が行っている災害時の緊急対策は、現地警察組織を通じての災害情報の収集、

消防・救急活動、被災者に見舞金を送る程度のようで、事前の防災対策や復旧・復興対策に係

る諸政策は、ほとんど準備されていないのが実状のようである。

　なお、この点に関連してプロジェクト名称も「The Study on the Earthquake Disaster Impact

Reduction and Improvement of Emergency Response Capabilities in the Kathmandu Valley, Kingdom

of Nepal」から「The Study on the Earthquake Disaster Mitigation in the Kathmandu Valley, Kingdom

of Nepal」に変更された。

（2）内務省を中核としたマルチセクトラル（省庁横断的）な地震防災体制を構築する。

　本計画の実施機関は内務省であるが、この他に地震防災に関連する機関として、公共事業計

画省（耐震設計等）、鉱山地質局（地震観測等）、保健省（救急医療等）、及びカトマンズ市等

の地方自治体（被災住民への各種支援等）などがあり、これらの関連機関との密接な連携が不

可欠である。

　この観点から、内務省事務次官を議長とするステアリング・コミッティの設置が合意され、

本計画の実施運営を統括するように位置づけられている。この委員会を通して、関連省庁との

間で地震防災情報の収集・整理・分析等についての情報の共有化やプロジェクト成果の普及等

を図ることもできる。さらに内務省がこれまで蓄積して来たソフト的な防災行政施策に、耐震

工学や救急保健医療のようなハード的な防災技術を融合させた地震防災対策を策定することが

できる。
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（3）各地方自治体の地震防災対策は、過去の被害例と現在の防災組織体制を十分踏まえた現実

的な計画内容とする。

　本計画の調査地域はカトマンズ盆地内の３郡（District）５市（Municipality）であり、地震防

災対策に係る住民との窓口は、カトマンズ市・ラリトプール市・バクタプール市を含む５市当

局である。しかしながら、各市当局の地震防災に対する取り組み姿勢には大きな差異があり、

同一レベルで論ずることはできない。このなかではカトマンズ市の地震防災対策が、組織体制

や実績の面で進んでいるといえる。

　したがって、地震防災対策のなかで政府（内務省等）と地方自治体（郡、市等）との位置づ

け・役割分担を明確化し、さらに各自治体の実態に則した“ある程度幅を有する”計画内容と

する必要がある。

　なお、ともすれば自治体の業務が、政府の決定事項を住民へ伝達するだけになりがちである

が、1934年の地震被害例などから各都市での被害の特徴等を抽出して、その被害に呼応したそ

れぞれの地震防災対策をも加味した内容とすることが非常に重要である。

（4）本格調査終了後もネパール側で技術的自立発展を図れるように、Ｃ／Ｐへの技術移転に工

夫をこらす必要がある。

　本計画は『地震防災対策』という開発調査であり、その目的は地震防災対策計画の策定とそ

の協同作業を通じてネパール側Ｃ／Ｐへの技術移転を図ることである。ただし、成果品がレ

ポート主体になりがちなので、往々にしてプロジェクト終了後に相手国側による継続的な発展

がみられなくなるケースも散見される。

　そこでＣ／Ｐに、調査の最終的成果はネパール王国が自力で防災対策を実施するためのマス

タープラン作りであり、自分たちの生命・財産を地震から守ることに直結しているのだという

意識を植えつけていくことが重要である。

　さらにＣ／Ｐだけでなく一般市民にもその重要性をアピールするために、例えば学校施設の

耐震診断と耐震補強をセットにしたようなモデルケース建設の試行も大いに検討してみる価値

がある。ＮＧＯ（非政府団体）のなかにはこれらの活動を既に実踐しているところもあり、プ

ロジェクトのなかから、ネパールの平均的な社会・経済条件を反映しているようなもので本件

調査目的に合致するものを選んで、住民参加型プロジェクトのモデルケースとしてみることも

考えられる。

　特に本件調査では、フェーズごとに多くのネパール王国側関係者を対象とした３回のセミ

ナーが企画されており、日本人だけでなくネパール人Ｃ／Ｐを講師として前面に押し立てて鼓

舞するなどの工夫も必要である。

　なお、地震防災対策計画のなかには、前述の省庁横断的な体制のなかで、地震防災対策に係
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る組織の運営管理、予算措置、人材育成（モチベーションを含む）といったような組織・体制

の持続的な発展に関する長期計画が盛り込まれている必要がある。

（5）被災緊急時だけでなく、可能な限り日常のシステムとも連続性を有する地震防災情報シス

テムとする。

　現代の情報社会では、防災対策においてもその中心は情報処理であり、緊急時に支障なく活

用するためには常日ごろからのシステム・データの更新、維持管理が必要である。したがって

日常的に使い慣れているシステムを、災害時に最小限の変更で転用することができれば、要員

確保や維持管理に要する費用の軽減の面でも大きなメリットになる。

　本計画で構築するデータベースシステムについては、内務省を中核とする関連省庁の現在の

日常業務内容を踏まえたうえにシステム設計し、緊急時だけ使用の特別仕様を最小限に抑える

ことが肝要である。

　なお、上記のような日常システムとの連携を重視する視点は、地震防災対策計画のなかの事

前（予防）対策の重点施策となる建築物、土木構造施設の点検整備や地震に強い都市構造への

転換など、必ずしも地震対策という限定されたものではなく、日常的な都市環境の改善に通ず

るものでもある。とりわけ地震防災対策に振り向けられる人材、資金等に大きな制約のあるネ

パールのようなＬＬＤＣ（後発開発途上国）諸国にとっては、日常のシステムと連携を有する

緊急時システム作りは重要である。

（6）緊急救援センター、備蓄倉庫、情報センターの施設仕様の作成は、合意されなかった。

　上記施設に関する必要機能の作成と施設建設の期待が要請書に記載されていたが、署名され

たＳ／Ｗ、Ｍ／Ｍ（ミニッツ）には言及されていない。これらの施設は地震防災対策上の役割・

効用が今ひとつ明確でないのと、ネパール側の施設維持管理能力、技術レベル等を勘案したう

えでの判断である。

　しかしながら、これはあくまでも事前調査時点での対応であり、本格調査のなかで大局的な

見地からどのような施設が必要なのかを検討することを妨げるものではない。

６－３　調査対象地域・範囲

　調査対象地域はネパール中央部にあるカトマンズ盆地であるが、そのなかでも首都であるカト

マンズ市のほかに、ラリトプール、バクタプール、マディアプール、キルティプールを含む５市

（Municipality）を中心としたカトマンズ都市圏が主な対象範囲である。なお、これらの地域はカ

トマンズ、ラリトプール、バクタプールの３郡（District）から成り、平均海抜1,300ｍの約585km2

の平野部に、150 万人が暮らしている。
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６－４　調査の項目及び内容

〈第１年次〉

〔国内準備作業〕

（1）既存資料の収集、整理、分析

　「ネ」国の経済、社会、防災関連法制度、組織体制、地形、地質等に係る既存資料を収

集、分析作業を行う。また、第１次現地作業における追加収集が必要と思われる資料、

データ等に係るリストを作成する。収集すべき資料、データ等はおおむね次のとおり。

1） 調査対象地域に係る地形図、災害関連図

2） 既往の地震関連データ（観測データ、被害履歴等）

3） 地形、地質関連データ

4） 気象、水文データ

5） 経済、社会データ（人口、産業構造、土地利用等）

6） 社会基盤施設関連データ（道路網、公共施設等の配置状況、上下水道施設状況、

備蓄倉庫等災害関連インフラの位置等）

7） 危険物施設関連データ（ガソリンスタンド位置、薬品工場等）

8） 都市計画

9） 災害関連法制度

10） 防災関連組織、機構等

11） 建築関連法制度（耐震設計基準、諸許可制度等）

12）「ネ」国政府の防災活動現況、他ドナー、ＮＧＯの防災活動概要等

（2）調査の基本方針、内容、方法等の検討

　先方要請書、Ｓ／Ｗ、Ｍ／Ｍ及び事前調査報告書等に係る検討、分析を行い、本件調

査の基本方針、具体的調査内容、工程等を検討する。

（3）インセプションレポート（ＩＣ／Ｒ）の作成

　上記（1）、（2）での検討を踏まえ、以下の内容を含むＩＣ／Ｒを作成する。同レポー

トの作成に際しては、可能な限り具体的かつ詳細な記述を行うよう留意のこと。

1） 調査の背景、目的

2） 調査の実施方針

3） 調査内容と実施方法（作業項目、手法等）

4） 作業計画

5） 調査団構成、各団員の役割及び作業期間
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6） Ｃ／Ｐの構成及び役割

7） 便宜供与依頼事項

8） 報告書（提出時期、部数等）

9） 技術移転計画

10） 付属資料

〔第１次現地調査〕

（1）ＩＣ／Ｒの提出、説明及び協議

　「ネ」国側関係者に対して、ＩＣ／Ｒを提出し、同内容に関する協議を通して先方合意

を得る。また、同時に「ネ」国側Ｃ／Ｐ機関の便宜供与内容の履行見込み、Ｃ／Ｐの配

置等について確認を行う。

（2）ワークショップの開催

　本件調査の必要性、目的、内容等を関係者のみならず、地域住民等にも広く周知させ

ることを目的として、ワークショップを開催する。ワークショップに係る議題について

は、おおむね次の内容を含むものとし、回数、場所等についてはプロポーザルにて提案

すること。

1） 本件調査の主旨、調査項目及び内容

2） 本件調査の実施体制とＮＧＯ等民間ベースでの活動との連携可能性

3） 地域防災等に係る事例紹介等

（3）既存データの収集及び関連調査の実施

　国内準備作業にて行った既存資料の分析、検討等を踏まえ、追加資料収集リストを基

に補足データ等の収集、分析を行う。

（4）地質調査（現地再委託を可とする）

　これまでの調査結果を踏まえ、カトマンズ盆地の地質データの分析を行い、既往の

データの確認を行うために必要な地質調査を実施する。なお本件調査は現地再委託によ

る実施を可とする。

　なお、本件調査の実施に係るボーリング総延長は約150ｍ（例えば、深さ30ｍ×５か

所など）程度とし、具体的な調査内容、手法等については、プロポーザルにて提案する

こと。
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（5）建築物等構造物インベントリー調査（現地再委託を可とする）

　カトマンズ盆地における建造物の構造、耐震性等に係るデータを収集、分析するため、

これまで収集したデータの解析結果等を参照しつつ、都市部（商業地区、軽工業地区、

住宅地区）及び郊外型住宅部、農村部に分けてデータを整理する。調査の実施にあたっ

ては、次の項目を含むこととし、調査の詳細等については、プロポーザルにて提案する

こと。なお収集するサンプル数はおおむね各地域、次の各項目に関し、50サンプル程度

とする。

1） 各地域（都市部、郊外、農村部）における主たる建造物の現況、特徴

2） 各地域における地震発生時に危険と判断される箇所の現況

3）既存建物の安全性及び既往の耐震補強事例に係る情報　　　　　　　　　　　　

（6）地域社会構造調査（現地再委託を可とする）

　下記の事項について、地域住民等を対象にインタビュー調査を行う。サンプル数はお

おむね 100 件程度とし、調査の詳細はプロポーザルにて提案すること。

1） 社会構造（経済力、文化背景、民族、宗教等に基づく分布）、問題点等の抽出

2） 住民参加（備蓄倉庫等の建設、維持管理及び防災管理等）可能性

3） 地域レベルの防災活動（事前対策、避難計画、復旧作業、復興計画）実績等

（7）他ドナーの協力動向

　防災分野に係る他ドナーの協力実績、実施状況、今後の予定及び協力内容等について、

情報を収集のうえ、本件調査との重複を避けつつ、可能な限り連携が行えるよう検討を

行うこと。

〔第２次現地調査〕

（1）収集データの解析

　第１次現地作業により収集したデータを以下の項目を中心に整理、解析する。

1） 自然条件

地形区分／表層地盤／地質構成／自然災害履歴／市街地区分

2） 社会経済条件

人口及び世帯数／都市化の変遷／土地利用条項／建築物・構造物の分布／防災体

制・組織／防災関連都市施設／危険物施設
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（2）ハザード評価

　これまでの収集データ、情報等の解析結果を踏まえて、地震によるハザード評価を行

う。評価の観点及び項目は以下のとおりとする。

1） 想定地震の規模（プレート型大地震／直下型地震）

2） 地震動分布、基盤地震動の推定／地盤中の増幅特性／地表面での地震動

3） 斜面崩壊、液状化、斜面崩壊発生地域／液状化発生地域

4） 建築物の脆弱性（構造種別／用途別／地域別／時代別／耐震補強事例の分析とモ

デルケースの設計）

5） 社会基盤施設の脆弱性（用途別／地域別／建設年代別）

6） 火災の想定（火災の発生件数、地域／発生施設／延焼範囲、沈火予測等）

7） 人的被害の想定（死亡、負傷者の人数／地域別の分布状況等）

8） 社会・経済・環境に対する影響（家族構成、衣食住支援、復旧・復興計画／保健

衛生、日常生活、都市環境等）

（3）データベースシステムの作成

　本件Ｃ／Ｐ機関である内務省では、一部GISを利用しているものの、防災計画の立案

等に資するデータシステムとしては機能していないため、これまでに入手した情報、

データを既存GISに入力のうえ、今後策定される防災計画の有効活用に資するシステム

にグレードアップを図る。

〔第１次国内作業〕

（1）インテリムレポートの作成

　これまでの調査結果をインテリムレポートとして、取りまとめる。

（2）セミナーの準備

　第３次現地調査にて実施予定の技術移転セミナー（第１回）での議題、協議概要等に

ついて構想をまとめる。

〔第３次現地調査〕

（1）インテリムレポートの提出、説明、協議

　国内作業にて作成したインテリムレポートを先方政府に提出し、先方と協議のうえ、

合意を得る。
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（2）第１回技術移転セミナーの開催

　国内作業にて作成した技術移転セミナー計画を踏まえ、セミナーを実施する。なお、

セミナーに参加することを呼び掛ける先としては、「ネ」国政府機関のみならず、

ＮＧＯ、ドナー等広く対象者を募ることとし、参加者人数はおおむね100名程度とする。

（3）地震防災対策計画の策定

　調査結果を基にした、建築物、社会基盤・ライフライン施設に係る地震防災対策、及

び耐震設計用建築関連法整備、建築基準遵守のためのモニタリングシステム等を内容と

する地震防災計画を策定する。

（4）緊急対応マニュアルの策定

　対象地域内で大規模な地震が起こった際の緊急対応マニュアルを策定する。なお、同

マニュアルは内務省、及び自治体職員の災害時の行動の指針となることを想定しており、

実務的かつ実行可能なマニュアルとなるよう配慮のこと。

（5）中期・長期の復旧・復興計画の策定

　中期（６か月程度）及び長期（３年程度）のそれぞれの期間について、地震災害によ

る被災からの復旧・復興のための計画を策定するのに必要な条件、情報、方法を明示し

た提言を取りまとめること。

（6）関連政府職員、地方公務員等に係る能力開発計画の策定

　Ｃ／Ｐ機関である内務省職員（警察官を含む）、及び自治体職員に関して、地震防災の

ために必要な能力開発計画を策定する。またそれと並行して、地震防災に向けた同省庁、

自治体の組織改編の可能性並びに民間技術者の能力の活用に関する提言を行うこと。

（7）地域住民に対する災害教育計画

　地域住民の地震災害・防災についての理解を深めることを目的とした啓発教育計画を

策定する。なお、同計画の策定に際しては、「ネ」国内での実施例を十分に参照しなが

ら、小学校や避難所、備蓄倉庫などの公共性がある建築物の建設、耐震補強等に係るパ

イロットプロジェクトを実施しつつ、地域住民の防災に係る関心を高めることも念頭に

置くこと。なお、パイロットプロジェクトを実施する際には、同内容、方法はプロポー

ザルにて提案することとすること。
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（8）事業評価

　上記にて策定した諸計画に関し、技術、社会、経済の観点から評価を行うこと。

（9）概算事業費の積算及び事業実施計画の作成

　地震災害の緩和に係る計画の実施に必要な費用概算を明らかにし、その段階的な実施

について提言をまとめる。

〔第２次国内作業〕

（1）ドラフトファイナルレポート（ＤＦ／Ｒ）の作成

　これまでの調査結果をＤＦ／Ｒとして作成する

（2）第２回技術移転セミナー開催の準備

　第４次現地作業にて実施する予定の技術移転セミナー内容等について、検討を行い、

準備作業を行う。

〈第２年次〉

〔第４次現地調査〕

（1）ＤＦ／Ｒの提出、説明、協議

　国内作業にて作成したＤＦ／Ｒを先方に提出し、合意を得る。

（2）第２回技術移転セミナーの実施

　本件調査で策定した地震防災対策計画をスムーズに実施するため、ＤＦ／Ｒの内容を

関連機関のみならず、国、大学関係者及び一般市民を含む関係者に広く説明するセミ

ナーを開催する。

　なお、参加者はおおむね 100 名程度とする。

〔第３次国内作業〕

（1）ファイナルレポート（Ｆ／Ｒ）の作成・提出

　ＤＦ／Ｒに対する先方政府からのコメントを勘案して適切な修正を加えたのち、

Ｆ／Ｒを作成・提出する。同レポートは電子化ファイルの形でも作成するものとする。

６－５　調査工程

　本調査は平成 13年１月中旬より開始し、約 12 か月後の終了を目途とする。

　調査はフェーズⅠからフェーズⅢの３段階に分けて実施されるが、その全体調査工程と、各報
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告書の作成時期は次のとおりとする。

凡例　IC/R：インセプションレポート　　　　　■　現地調査�
　　　IT/R：インテリムレポート　　　　　　　□　国内作業�
　　　DF/R：ドラフトファイナルレポート�
　　　F/R：ファイナルレポート�

Month

Work

2000年�

（フェーズⅠ）�（フェーズⅡ）� （フェーズⅢ）�

2001年� 2002年�

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

△�
IC/R

△�
IT/R

△�
F/R

△�
DF/R�
�

Schedule�

                   �

Report        

６－６　調査実施体制

　調査実施体制は下図に示すとおりである。ネパール側の実施機関は内務省防災対策課で、また

本件調査を効率的かつ円滑に実施するため、ステアリング・コミッティが設立され、全体的な運

営・政策的な事項を中心に検討していくように計画されている。

〔日本側〕

本　件　調　査　団

国際協力事業団（ＪＩＣＡ）

作業監理委員会

〔ネパール側〕

内務省防災対策課

運営委員会（ステアリング・コミッティ）

６－７　調査実施上の留意点

（1）ネパールはＬＬＤＣの中でも低位にあるので、地震防災対策計画の策定にあたっては、こ

れらの社会的経済的な事情を十分考慮する必要がある。ＪＩＣＡがこれまでに実施してきたメ

キシコ、イラン、トルコ等での地震防災対策をそのまま適用するのではなく、ネパール王国の

地震防災レベルにマッチさせ、さらに経済的技術的自立発展性の図れる内容・規模としなけれ

ばならない。
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（2）カトマンズ盆地では、1934年地震を含めて歴史上繰り返し大きな地震被害を受けてきた。し

かしながら一般市民の関心は洪水・山崩れ・疫病等の災害に比べて今ひとつの感があり、地震

に対して脆弱な建物等が相当数みられるのも、このあたりの事情を反映しているものと思われ

る。さらに地震工学や耐震設計等に係るネパール人専門技術者も限定されており、かかる事情

を十分理解したうえで、本プロジェクトを進めていく必要がある。

（3）ネパール王国の地震防災に係る調査・研究は、今だ緒についたばかりで、関係機関で資料等

が少しずつ整備されている状況である。したがって、地震動解析や被害算定などに際して、用

いる資料・データ類の精度等を考慮しながら、全体としてバランスのとれた技術調査と被害評

価を行うことが重要である。

　なお、カトマンズ盆地の地震被害のなかで、調査研究されている唯一の大被害事例である

1934年地震の被害状況をよく分析して、本プロジェクトでの想定地震の設定や被害評価の有力

なデータとして活用する必要がある。

（4）建築基準法はＵＮＤＰ（国連開発計画）からの支援を得て策定され、1996年に成立したが、

関係法令が未整備のため、いまだに施行されていない状況にある。そのような状況なので、構

造的に欠陥のありそうな建築物が多く見られ、特に市街中心部では既存の３～４階建に、更に

２～３階分を道路際に張り出した状態で追加した、見るからに不安定そうな建物が数多く存在

している。耐震性を議論する以前の状態とも見られるが、基本的にはこのような状況であるこ

とを認識しておく必要がある。

（5）ネパール側の各Ｃ／Ｐの能力・経験及び本計画に対する認識等にある程度のばらつきが予

想されるので、内務省事務次官を議長とするステアリング・コミッティを通じて、Ｓ／Ｗ内容

の確実な実施を行っていく必要がある。特にフェーズⅠ（データ収集、現地踏査）とフェーズ

Ⅱ（データ解析、ハザード評価）では、専門技術分野の異なるＣ／Ｐが比較的多く参画するこ

とになるので、調査の目的・内容・方法等の周知徹底とチーム内の意見調整等に留意する必要

がある。

（6）カトマンズ盆地は古くは“湖”だったことから、厚い推積層に覆われており、地震動解析

のベースになるいわゆる基盤層（岩盤）までの深さは、今もって不明な点が多い。また表層地

盤でのボーリング調査と土質試験結果が、系統的にきちんと整理・分析して公表されているわ

けでもない。一方、本プロジェクトでは今すぐにカトマンズ盆地内での詳細なマイクロゾーニ

ングを計画しているわけではない。
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　したがって、地質調査は既存の資料・データを確認・補強する程度にとどめ、具体的にはカ

トマンズ盆地内の都市部を中心に浅いボーリング（GL－ 30ｍぐらいまで）と土質試験を行っ

て、そこに建設される建築物の耐震性能の評価に必要となる各種常数の確認データに活用する

ものとする。

（7）本格調査の成果品は基本的にレポートだけなので、本格調査を通じて部分的でもよいから

目に見える形に結実させて、関係者はもとより一般住民に対して地震防災への取り組みを喚起

することが重要である。特に、地震防災対策の裨益者である地域住民を参画させた住民参加型

プロジェクトの有効性は、ネパール国内の類似防災プロジェクトでも実証されている。15か月

の本格調査期間内ではあるが、学校等の公共建造物の耐震診断と耐震補強をセットにしたよう

な具体的なモデルケースを検討してみることが必要であろう。

（8）1934 年地震から 60 年以上経過し、大地震がかなり近い将来に再び来襲するのではないかと

いうおそれが、市民に広がっている。一方「国際防災の 10 年」を契機にネパールに対する地

震防災がらみの技術支援等が実施されている。このなかにはアジア防災センター（バンコク）

等が企画し、ＮＳＥＴ（National Society for Earthquake Technology-Nepal）他が実施した「カ

トマンズ地震防災プロジェクト」（1999 年１月）のような、カトマンズ盆地の市民・行政関係

者に対する啓発／教育レポートなども含まれている。

　ＵＮＤＰ、 ＷＨＯ（世界保健機関）等も類似調査を実施しており、これらの報告書、及び事

前調査で収集したデータ及び調査成果を吟味・活用することによって、効率的な調査を推進す

ることができる。さらに本格調査での成果がこれらの国際機関で将来実施するプロジェクトに

も活用できるように、ネパール王国の地震防災対策計画をとらえることが望まれる。

６－８　調査団の構成に関する留意点

　本格調査には、下記の分野を担当する団員を参加させることを基本とする。

（1）総括／都市防災

　本計画業務全体の指揮・管理と調査団の責任者としてネパール王国側との折衝等を行う。都

市防災分野を含めて、フェーズごとの調査結果の取りまとめ・報告を行う。

（2）地盤震動解析

　過去及び現在の地震活動、地震被害歴、カトマンズ盆地の地質・地盤構造等を明らかにす

る。大被害をもたらすような想定地震を設定し、地盤震動解析を行う。
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（3）建築構造

　危険物施設を含む建築物の現況調査を行い、脆弱性を検討する。特定建物の耐震診断を行

い、モデルケース建物の耐震補強方法をも検討する。

（4）インフラ・ライフライン

　主要な土木構造物の現況調査（道路、橋梁、下水道、電気等）を行い、脆弱性を検討する。

（5）データベース構築

　内務省を含む関連機関と共用なデータベースシステム（将来のGIS化を考慮）を構築する。

この業務には、システムの仕様作成（ハード、ソフト）、要員の訓練、システムのメンテナン

ス指導等も含まれる。

（6）都市・地域計画

　カトマンズ盆地の現在及び将来の都市計画（国レベル）、地域計画（各都市レベル）の現況

を明らかにし（土地利用の変遷等を含む）、防災事前対策や復旧・復興計画等を策定する。

（7）環境・防災計画

　社会経済状況や都市環境の現況を調査・分析し、火災・危険物施設を含む被害想定（人、家

屋）や社会・経済・環境影響評価等を行い、地震防災対策計画の策定に資する。

（8）啓発／教育

　内務省、地方自治体を中核とした人材育成計画、地域住民への啓発／教育計画、及び住民・

ＮＧＯと連携した住民参加型地震防災計画等を作成し、防災対応能力の向上を図る。

（9）救急活動

　現行の緊急災害時の救急医療・保健衛生体制について、市役所・病院等を中心に整理・分析

し、当該分野の地震防災対策計画（事前対策、緊急対応等）を作成する。

（10）組織・体制・制度

　地震防災対策を実施するための根幹となる行政面での組織・体制・制度等を調査し、中央（内

務省等）と地方自治体（カトマンズ市他）の連携と役割分担を含む防災対応計画を策定する。

本格調査では、事前･事後を含む包括的な地震防災対策の策定を主目的とし、特に技術移転を

含む国及び地方自治体の地震防災についての行政対応能力の向上が期待されている。
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　そのため調査団の構成にあたって、ともすれば耐震対策等の技術面を重視しがちになる点に

留意し、地震防災に強いコミュニティー作り等をも考慮して、地域計画や啓発／教育等の担当

者も含めたソフトとハードのバランスのとれた専門家の参画が必要である。
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